
 

傷病手当金 

傷病手当金は、社会保険に加入している被保険者が、病気やけがのために仕事を休み、給料の支給が受けられ

ない時に、加入している健康保険者から支給をうけることができます。 

 

＜支給条件＞ 

以下の 4 項目全てに該当する必要があります。 

１. 病気やけがで療養中である。 

２. その為に仕事につけない。 

３. 連続する 3 日間を含み、4 日以上仕事を休んでいる。 

（休み始めて最初の 3 日間は支給されず、4 日目から支給されます） 

４. 仕事を休んだ期間に給与の支払いがない。 

 

＜支給金額＞ 

・1 日あたりの支給額…【支給開始日の以前 12 ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 日 × 2/3】 

・支給開始以前の期間が 12 ヶ月に満たない場合は次の①、②を比べて少ない方の額を使用して計算します。 

 ①支給開始の属する月以前の継続した各月の標準月額の平均額 

 ②30 万円(当該年度の前年度 9 月 30 日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額) 

 

＜支給期間＞ ※2022 年 1 月 1 日に制度の改正がありました 

・支給期間は同一の病気・けがに関する支給開始日から通算して１年６ヶ月に達する日までが対象になります。 

＊2021 年 12 月 31 日時点で、支給開始日から起算して 1 年 6 か月を経過していない傷病手当金が対象 

 

＜傷病手当金の手続き＞ 

勤務先の事業主と医療機関に傷病により仕事を休んでいることを「傷病手当金支給申請書」等で証明してもら

い、健康保険者に申請します。 

 

＜注意点＞ 

1. 以下に該当する方は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。 

・ 事業主から報酬、給与の支給を受けた場合 

・ 同一の病気・けがにより、障害厚生年金や労災保険から休業補償給付を受けている場合 

(＊異なる傷病の場合、同一の病気・けがでも障害基礎年金のみを受給している場合は調整されない) 

・ 退職後、老齢厚生年金、資格喪失後の傷病手当金を受けられる人が老齢退職年金の支給を受けることが

できる場合 (＊在職中、老齢年金と傷病手当金の調整はないが、給与と老齢年金の調整はある) 

・ 出産手当金を受給している場合 

2. 退職後に傷病手当金の給付を受ける場合、被保険者期間が継続して１年以上あり、退職の時点で傷病手当を

受けているか、受けられる条件を満たしていれば傷病手当金は支給を受けられます。 
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